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新株予約権の行使の合意解除の判明に関するお知らせ 

 

当社は、平成20 年９月１日付「当社民事再生手続開始の申立てについてのお知らせ」でお知ら

せいたしましたとおり、民事再生手続きの申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所に民事再生

手続開始の申立てを行い、受理されました。 

 それにともない、現在、社内において詳細な事実確認調査をおこなっております。 

 その調査過程において、平成 20 年８月 26 日付で開示いたしました、「新株予約権の譲渡に関す

るお知らせ」の中で、野呂周介氏にＴＤ戦略投資事業組合から当社第 20 回・21 回・22 回新株予約

権（計 150 個）が譲渡されている旨をお知らせいたしましたが、平成 20 年８月 27 日、平成 20 年

８月 26 日付で同氏に対する新株予約権の譲渡について合意解除が行われていたことが判明いたし

ました。かかる合意解除の判明ののち、当社におきまして第 13 回乃至第 25 回新株予約権行使の

状況について関係者に精査を行い、状況確認を行っていたため、本日の開示となりました。 

また、平成 20 年８月 26 日付で開示いたしました、「新株予約権の大量行使に関するお知らせ」

の中で、野呂周介氏が第 13 回乃至第 25 回新株予約権行使を行った旨をお知らせいたしましたが、

平成 20 年８月 27 日、平成 20 年８月 26 日付で同氏の新株予約権行使について合意解除が行われて

いたことが判明いたしました。 

 よって、実際には同氏に対して、当社の証券代行業務を行っている株式会社だいこう証券ビジネ

スによる株券の発行は行っておりません。また、商業登記への登記も行いません。 

関係者の皆様におかれましては、多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと重ねてお詫び申し上げ

ます。当社といたしましては引続き、民事再生手続開始の申立てに至った経緯についての詳細につ

いて鋭意調査中であり、明らかになり次第ただちに開示いたします。 
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